医療エステ契約書（施術サービス提供契約書）

本契約書（以下「本契約」という。）は、医療エステティックサービスを提供する●●（以下「甲」という。）と、甲の提供する施術サービスの利用を希望する●●（以下「乙」という。）との間で、以下のとおり締結される。

第1条（目的）
本契約は、甲が乙に対して提供する医療エステティック施術（以下「本サービス」という。）に関する条件、双方の権利義務および責任の範囲を明確にし、施術の適正な実施および利用に資することを目的とする。

第2条（本サービスの内容）
1. 本サービスとは、甲が提供する美容を目的とした施術のうち、医師の監督または医療関連機器を使用した施術を含むエステティックサービスをいう。
2. 本サービスの具体的内容、施術方法、施術部位、使用機器、料金等は、別紙施術説明書または申込書に定めるものとする。
3. 甲は、乙の体質・症状・健康状態等を踏まえ、施術内容の変更または中止を提案することができる。

第3条（申告義務）
1. 乙は、甲が安全に施術を行うため、既往症、アレルギー、内服薬、妊娠の可能性、肌の状態、体調等について、正確かつ最新の情報を甲に申告しなければならない。
2. 乙が前項の申告を怠り、または虚偽申告を行ったことにより損害が生じた場合、甲は責任を負わない。

第4条（健康状態の確認・施術拒否）
1. 甲は、乙の健康状態や施術の適合性を確認するため、必要に応じて医師による判断を求めることができる。
2. 以下の場合、甲は施術の提供を拒否または中断できる。
(1) 乙の健康状態が本サービスに適さないと甲が判断したとき
(2) 乙の申告内容に不備または虚偽が疑われるとき
(3) 施術により健康被害が生じる可能性が高いと判断されるとき

第5条（料金および支払条件）
1. 乙は、甲が定める料金表に基づき、本サービスの対価を支払うものとする。
2. 支払方法、支払時期は甲が指定するものとし、原則として施術実施前に支払いを完了する。
3. 分割払いの利用可否および条件は、甲の規定に従う。

第6条（キャンセル・遅刻等）
1. 乙は、予約をキャンセルまたは変更する場合、甲が定める期限までに連絡しなければならない。
2. 前項の期限以降のキャンセルは、キャンセル料が発生する場合がある。
3. 乙が予約時刻に遅刻した場合、施術時間の短縮または提供不可となることがある。この場合でも料金の減額は行わない。
4. 甲の都合により施術が実施できない場合、甲は速やかに代替日程を提示し、乙が既に支払った料金を返金するかどうかを協議する。

第7条（施術効果の非保証）
1. 本サービスは、効果や結果を確約するものではなく、施術に対する反応や結果は個人差があることを乙は承諾する。
2. 甲は、施術の効果が乙の期待に達しなかった場合であっても、その責任を負わない。

第8条（リスクの承諾）
1. 本サービスには、肌トラブル、痛み、赤み、腫れ、色素沈着等の副反応または予期せぬ症状が生じる可能性があることを乙は理解し承諾する。
2. 甲は、通常の注意義務を尽くして施術を行うが、不可避的な反応については責任を負わない。
3. 乙に重大な副反応が生じた場合、甲は必要な範囲で対応を行うが、それ以上の責任を負うものではない。

第9条（禁止事項）
乙は、以下の行為を行ってはならない。
(1) 甲のスタッフに対する暴言・迷惑行為
(2) 施術機器の無断操作や持ち出し
(3) 本サービスの提供を妨害する行為
(4) 医療法・薬機法等の関連法令に違反するおそれのある行為

第10条（個人情報の取り扱い）
1. 甲は、乙の個人情報を、施術提供、予約管理、アフターケア、法令遵守の目的の範囲内で利用する。
2. 甲は、乙の同意なく第三者に個人情報を提供してはならない。ただし、法令に基づく場合はこの限りではない。

第11条（損害賠償）
乙が本契約に違反し、甲に損害を与えた場合、乙は甲に対し当該損害（弁護士費用を含む。）を賠償するものとする。
また、甲の故意・重過失によって乙に損害を生じさせた場合に限り、甲は通常かつ直接の損害について責任を負う。

第12条（契約期間）
本契約の有効期間は、締結日から乙が本サービスの最終施術を受けた日までとする。ただし、支払義務や損害賠償義務等は契約終了後も存続する。

第13条（契約解除）
1. 乙が以下のいずれかに該当した場合、甲は通知の上、直ちに本契約を解除できる。
(1) 支払遅延
(2) 禁止事項違反
(3) 甲の施術指示に従わない行為
2. 解除により生じた損害については、乙がこれを負担する。

第14条（不可抗力）
天災地変、感染症拡大、停電、機器故障、公的機関の命令その他不可抗力による施術中断または遅延について、甲は責任を負わない。

第15条（協議および準拠法）
1. 本契約に定めのない事項や疑義が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議し解決を図る。
2. 本契約は日本法に準拠する。
3. 本契約に関連する紛争は、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙が署名押印のうえ、各1通を保有する。


●●年●●月●●日

甲：●●（住所・代表者）

乙：●●（住所・氏名）

